
 

社会福祉法人身延町社会福祉協議会役員等報酬規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人身延町社会福祉協議会（以下「本会」という。） 

 定款第１０条の規定に基づき、本会の役員等に支給する報酬について、必要な事項

を定めるものとする。 

 

（役員等の範囲） 

第２条 この規定において、報酬の支給を受ける役員等は、本会役員等選任規程（平

成１６年身社協規程第１１号）第２条第１項第１号から第５号及び第３条第１項第

１号から第４号に規定する理事、評議員及び監事とする。 

 

（理事会及び評議員会の出席報酬等） 

第３条 理事及び監事が理事会に出席したときは、次により報酬を支払うことができ 

 る。なお、同日にあわせて法人の業務を行った場合であっても、第４条の報酬はこ 

 れを支払わないものとする。 

 

 

 

 

 

２ 評議員が評議員会に出席したときは、次により報酬を支払うことができる。なお、 

 同日にあわせて法人の業務を行った場合であっても、第４条の報酬はこれを支払わ 

 ないものとする。 

 

 

 

(役員及び評議員の勤務報酬) 

第４条 会長が理事会及び評議員会以外の日において、法人の運営のため業務にあた

った場合は、別表により報酬を支払うことができる。 

２ 理事が理事会以外の日において、会長の命を受けて法人の運営のための業務にあ

たった場合、又は評議員が評議員会以外の日において会長の命を受けて法人の運営

のための業務にあたった場合は別表により報酬を支払うことができる。 

３ 監事が理事会及び評議員会以外の日において、法人の運営状況の指導又は監査の

業務にあたった場合は、別表により報酬を支払うことができる。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、平成２８年９月２７日から施行する。 

（社会福祉法人身延町社会福祉協議会役員報酬規程の廃止） 

２ 社会福祉法人身延町社会福祉協議会役員報酬規程は廃止する。

 報     酬（日額） 

会長理事会出席報酬 ３，０００円 

その他の理事及び監

事理事会出席報酬 
２，０００円 

 報     酬（日額） 

評議員会出席報酬 ２，０００円 



 

別表 

 

 

 

 

 

 

名     称 報     酬 

会長業務報酬（日額） ３，０００円 

理事及び評議員業務報酬（日額） ２，０００円 

監事監査指導報酬等（日額） ２，０００円 


